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年金制度に関する経済学的分析の展望
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要 　　　約

本論文では，年金制度に関わる先行業績のうち小西，八田・小口の論文を中心に展望し，年金制度
に関する目的と役割あるいは諸問題等を明確にすることである．その結果，以下のことが明らかに

なった．すなわち，
�� 年金制度の目的は，長生きあるいは高齢に伴う所得水準が低下した老後生活の保障（長生きのリ
スクの回避）であるが，年金制度に期待される役割・機能は，モラルハザード，逆選択の留意事
項を回避・解決すると同時に，価値財の機能を強化することである．

�� 私的年金と公的年金の機能の違いは，財源の運用の違いによるところが大きいことを考慮すると，
公的年金の機能は，情報の非対称性が存在する場合や物価が上昇した場合，あるいは所得が低く，
充分な保険料を支払うことができない人たちに対して，国民全体を対象とする強制貯蓄によって，
世代間扶養あるいは世代内扶養を通して，長生きのリスクを回避することである．

�� 世代間の所得移転を前提とした賦課方式による公的年金制度に関する主な理論的問題点は，人口

構成の変化や給付額の変化などによって，世代間の不公平が生じることである．
� 現実の公的年金制度を財政方式や制度間格差に焦点を当て具体的に考えてみると，現在のところ
スウェーデン方式が相対的に実効性のある方式であると言えよう．

本論文の目的は，年金制度に関する経済学的分析
の先行業績を展望し，年金制度に関する目的と役割・

機能，あるいはそれにまつわる諸問題等を明確にす
ることである．そのために，ここでは小西��，八田・
小口��の研究を中心に分析を進めていく．本稿の構
成は以下のようになっている．すなわち，

� 「年金制度の目的と役割・機能」では，小西

および八田・小口の論文を中心に先行業績を
整理する．

� 「公的年金と私的年金」では，それぞれの機
能やその違いについて考える．

� 公的年金制度にまつわる理論的問題点では，
先行業績にみられる主な理論的問題点の中か
ら「世代間の不公平」を取り上げる．

 「公的年金制度の具体的問題」では，財政方式
や制度間格差などの問題について検討する．

�．年金制度の目的と役割・機能

小西は，年金制度の目的を「長生きのリスクをカ
バーすることである」��，と述べている．また，丸尾

は，「高齢期及び不測の事態において最低生活を保
障し，所得水準の落差を緩和することにより，生活

の安定と安心を確保することである」��，と述べて
いる．いずれにしても年金制度の役割は，長生きあ
るいは高齢に伴う所得水準の低下に対する生活の保
障が中心となっていると言えよう．しかし，このよ
うな年金制度の目的を達成するためには，いくつか

の留意事項がある．八田・小口は，以下の �点を挙
げている．すなわち，��モラルハザード 　��逆選択
��価値財である．まず，モラルハザードとは，「危険
（交通事故，病気，火災等）回避のための手段や仕組

みを整備することにより，かえって人々の注意が散
漫になり，危険や事故の発生確率が高まって規律が
失われることを指す現象であり，元来は，保険市場
において用いられた概念である」��．例えば，生活保
護制度を高齢に伴う所得不安に対応する社会保障制

度の一形態と見た場合のことを考えてみよう．高齢
者のうち何人かの人は，「どのみち生活保護制度の
生活水準が保障されているのなら，現役時代に貯蓄
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をしないで，精一杯消費し，老後は生活保護に頼っ

たほうが有利である」��と考える人がでてくるであ
ろう．その結果，生活保護のための政府支出（最終
的には，国民の税などによる負担）が大幅に増加す
ることにもなる．この意味で，公的年金は「すべて
の人に老後のための貯蓄を強制することによって，

この種のモラルハザードを防ぎ，無駄な政府支出を
せずにすむようにする制度である」��ということが
できよう．
次に，逆選択とは，八田・小口によると，被保険者

が健康かどうか，あるいは長生きかどうかといった

「被保険者の給付確率に関する正確な情報を保険会
社が得ることができないために，それぞれの被保険
者の給付確率に合った保険料を課すことができず，
他方で被保険者は自分の給付確率に関するより正確

な情報を持っている」��という情報の非対称性があ
るために，「給付の確率が高い人ばかりが被保険者と
なることを選択する」��という現象である．このよ
うな逆選択の現象が強いと，「保険の給付確率は高
くなるので，高い保険料をかけざるを得なくなる．

その結果，給付確率が相対的に低い人たちが，保険
市場から抜け出してしまい，保険料はますます高く
なるから，大多数の人を対象とした年金保険市場が
存在しなくなる」��ことを留意する必要がある．こ

れが年金の強制加入や国民皆年金の存在する理由で
もある．
最後に価値財とは，以下のような概念である．「そ

もそも消費者主権下の消費者がいつも自分自身に
とって完全無欠な選択をするはずがない．長期的に

は自分が気に入る消費の組み合わせをおおよそ達成
するが，そこに至る過程では，小さな失敗を繰り返
して試行錯誤するだろう．」	�このような失敗のうち
「一度決定を間違えると，後でやり直すことができ

ない」
� ような財について「温情主義により，政府
が個人に強制的に消費させる財」	�のことを価値財
と呼ぶ．老後のための強制貯蓄である年金制度は，
その例の一つである．年金制度の役割や機能は，��

モラルハザード 　��逆選択の留意点を回避・解決す

ると同時に，��価値財の機能を強化するための仕組
みとも言えよう．
�．公的年金と私的年金

年金制度には �で述べたような目的と役割・機能

があるが，その制度を実施するには，公的年金と私
的年金の �つの方法がある．ここでは，公的年金と
私的年金の目的・機能と，それらの違いについて再
吟味する．
前述のように年金制度の目的は，長生きのリスク

をカバーすることである．まず情報の非対称性につ

いて考えてみる．情報の非対称性が存在する場合

に，一般的な保険市場で対応しようとすると，前述
のように逆選択が生じ，長寿の人や短命の人等，す
べての人を対象にして，長生きのリスクを社会全体
で完全にカバーすることはできない．特に長生きに
自信のある人が多く加入することになる競争的私的

年金市場の場合は，長寿の人に対する終身保険制度
を実施しようとすると，保険会社の収支は悪化し，
存続が困難になる．このような問題に対応するため
には，強制加入制度が考えられるが，実行可能性の
面から考えると，「国民皆年金」を前提とした公的年

金制度が現実的であろう．逆に国民全体を対象とし
た終身保険制度を私的年金で実施することは，一般
的に困難であろう���．
次に，長生きのリスクをカバーするシステムとし

ての生活保護制度を考えると，前述のようにモラル
ハザードが生じるので，強制貯蓄としての年金制度
が必要になる．この場合も，先の逆選択のケースと
同じように私的年金で全員を強制加入させることは，
現状では困難であろう．

ところで，長生きのリスクをカバーする機能を果
たす際の重要な要件の一つは，インフレーションに
よるリスクをカバーすることである．すなわち，老
後受給できる年金給付が名目額で固定されていれば，

その実質価値はインフレーションにより目減りする
ことになる���．この目減りを補填するためには，給
付額の実質価値を維持する機能が必要であるが，積
立方式を前提とした私的年金では，これに対処する
ことは不可能である．したがって，こうした機能を

果たす制度としては，賦課方式が可能な公的年金制
度が適している．ここで，賦課方式とは，具体的に
は世代間扶養を前提とした財政方式のことであり，
インフレーションのリスクは，若い世代がカバーす

るという世代間の扶養を通して，達成される．その
意味で，世代間扶養の機能を持つ公的年金の意味は
大きい．
最後に，年金を価値財としてみたときの最低保障
年金設定の意味について考えてみる．個人の意思決

定を前提とした私的年金制度では，充分な保険料を
支払うことができない低所得者は，必ずしも老後の
リスクをカバーするのに充分な額の給付を受ける
ことはできない．これを解決するためには，年金制

度に最低保障機能を設けることが必要である．保険
料収入のみを財政基盤とする私的年金では，この機
能を期待することはできない．したがって，別財源
をもつ公的年金制度に，この機能をゆだねることに
なる．

以上のようにみてくると，中嶋���が指摘したよ
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うに，私的年金は，自らに見合った年金を選択する

ことができるので，ゆとりある老後の生活を各自が
設計するという意味で，公的年金の補完的機能の意
義が大きい．
�．公的年金制度にまつわる理論的問題点

以上の議論を前提に，ここでは田近，堀，八田，井

堀，牛丸らの分析を中心に，公的年金における賦課
方式は，世代間扶養の機能を持つがゆえに，世代間
の不公平性を内包しているという問題点を吟味する．
まず，田近ら ���は，我が国の年金制度における
世代間の不公平は，賦課方式に「保険」と「世代間

扶助」の役割が混在していることに起因しているこ
とを指摘した．
堀���は，世代間の意味には，次の �つの視点があ

ることを指摘している．すなわち， ��異時期の同一

出生集団（コホート）の違い 　��同一時期の退職世
代と勤労世代の違い，の �つである．堀は， ��のコ
ホートの違いは，社会経済の情勢が異なるため，公
的年金だけを取り出してコホート間の公平を論じる
ことに疑問を持っており， ��の視点に立っている．

一方，八田������は， ��のコホートの違いの立場か
ら，賦課方式により，世代間の不公平が生じている
ことが問題であると述べている���．
井堀���，牛丸ら ���は，賦課方式を採用している

公的年金制度によっておこる世代間の不公平は，急
速な少子化，高齢化等の人口構造の急激な変化が原
因であると指摘している．一方，高山���，植田ら ���

は人口構造の変化に加えて，従来の公的年金制度に
おいては，修正積立方式の下で，給付額が上方修正

され，勤労世代に一層高い保険料の支払いを強いる
ことになったことを指摘している．
野口���は以下のような単純な年金モデルから賦
課方式が持つ論理的矛盾を指摘した．すなわち，賦

課方式が導入された最初の時点と最後の時点に注目
し，それぞれの時点の世代間の所得移転を考えてみ
る．まず，最初の時点の退職世代は，勤労世代に保
険料を支払っていないにもかかわらず，年金給付を
受けることができる．一方，最後の時点の退職世代

は，勤労世代に保険料を支払っているにもかかわら
ず，年金制度が廃止されるので老後給付を受けるこ
とができない．このように，最初の時点の退職世代
の年金給付は，最後の時点の退職世代の年金給付を

先取りしたものであり，年金制度としては最後の退
職世代の長寿のリスクはカバーされていないという
理論的矛盾がある．すなわち，賦課方式は，年金制
度が未来永劫に続くことを前提とした制度であると
指摘した．

小塩���は，高山や植田らと同様に世代間の不公

平を指摘したうえで， ��賦課方式で運営されている

場合，公的年金の規模が大きくなる（給付額と保険
料が増加する）と，勤労世代の保険料支出が多くな
り，その分資本蓄積にまわる貯蓄が減少することに
なるため，「長期的に見ると経済成長の阻害要因と
なる」���． ��賦課方式の場合，「世代ごとの負担は人

口動態的な要因に大きく左右される」���という理由
から，理論的には賦課方式より積立方式が望ましい
と主張している．
宮島�	�は，賦課方式を前提とする公的年金制度

は，もはや「保険」ではなく，「世代間所得移転」で

あるから，年金制度における世代間の不公平を論じ
ること自体が大きな意味を持たないことを指摘して
いる．
�．公的年金制度の具体的問題

以上のように，�では，賦課方式に伴う年金制度
の理論的問題に注目してきたが，現実の年金制度に
はこの他にも多くの具体的問題点が存在する．そこ
で，特に財政方式と制度間格差に焦点を当て，分析
する．

　� ．�．財政方式

ここでは，年金の財政方式として提示されている
賦課方式，積立方式，税方式，スウェーデン方式に
ついて先行業績を整理する．

まず，賦課方式とは，ある時点における勤労世代
の支払った保険料が，同時点の退職世代の年金給付
額とされる方式である．この方式では，勤労世代の
保険料による世代間扶養が原則となる．ところが，
現在のように少子高齢社会では，保険料収入総額は

減少するのに対して，年金給付総額が増大するため，
赤字になる危険性が高い．それにもかかわらず，宮
島は，賦課方式を維持する立場を主張している．な
ぜならば，積立方式への移行時に，被保険者に自己

の積立金と現在の退職世代の給付額への拠出金とい
う二重負担が生じることや，物価の変動による所得
保障機能が弱まること，さらには，国民皆年金制度
以来の歴史的経緯を軽視することになるからである．
次に，積立方式とは，勤労世代が支払った保険料

を，その世代が退職した後に年金として給付する方
式である．積立方式を主張しているのは八田・小口
である．八田・小口は，積立方式のメリットとして，
以下の 点を挙げている．

�� 給付額による労働供給阻害効果を持たない．
�� 世代間不公平が解消される．
�� 外生的環境から独立している．
� 資金運用が透明になり，効率的である．

��については，積立方式であれば，支払った保険料

がそのまま自らの老後の年金額に反映されるので，
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保険料支払いは貯蓄と同様の効果を持つ．したがっ

て，働いて，収入を得れば，その分だけ老後の貯蓄
も増えることを意味する．一方，賦課方式では，例
え，少ない保険料でも，生活状況に応じた年金給付
額が保障されるため，働いて年金額を増やすという
動機が希薄になるという意味で，労働供給阻害効果

が働く．
ところで，こうした財政方式の功罪を論じる時に

は，一定の前提が必要である．つまり，例えば，積
立方式においては，物価や生活水準が一定であるこ
と，あるいは賦課方式では，人口構成が変化しない

ことなどである．なぜならば，積立方式の場合，物
価や生活水準が大きく変化すると，支払った保険料
と生活維持に必要な年金受給額に大きな乖離が生じ
るし，また賦課方式の場合，人口構成が少子高齢化

に伴って変化すると，勤労世代の一人当たりの負担
額が増加し，世代間の不公平が生じるからである．

��については，積立方式の場合，受取る年金額は
自ら支払った保険料であるから，そもそも世代間移
転の問題は生じない．

��については，賦課方式の場合，��の前提条件の
ところで述べたように，人口構成が一定であること
が前提である．しかし，これらの外生的環境要因が
変化すると，それによる影響を受けることになる．

�については，賦課方式の場合，��の前提条件の
ところで述べたように，勤労世代の貯蓄としての保
険料が退職世代に年金として給付されるので，積み
立てられた資金の運用目的が明確になり，効率的運
用の誘因が強まる．

竹本�
�によると「社会保険方式は保険料支払い
という自助，リスク分散という保険技術を用いた共
助，加入の強制と税金の投入という公助の組み合わ
せになっている」としている．これに対して，税方

式とは，公助の機能を主体とした税金一括徴収の財
政方式であるから，自分がどのくらい支払い，それ
がいくら給付に反映されているかが不明であるとい
う短所もある．税方式を主張しているのは，橘木���

である．その具体的提案内容を要約すると，以下の

通り���である．
�� 全国民対象の公的年金を定額支給の �階部分
のみの基礎年金とする．（図 �参照）

�� 現行の �階建て部分（厚生年金，共済年金な

ど）は，積立方式とする．
�� 基礎年金部分を税方式とし，財源は，当面累
進消費税���の導入で賄うものとする．

橘木の提案の要点の一つは，基礎年金部分を定額支
給とした点である．従来の社会保険方式では，報酬

比例部分が主体であり，低所得者は給付額が少ない

が，定額支給にすると，それらの人も老後安心して

生活を送ることができる給付額を確保できる．また，
税方式を提案する理由は，国民年金の空洞化及び世
代間の不公平の解消である．すなわち，税金の形で
保険料を徴収するので，未納を防ぐことができるし，
税方式で一括徴収すれば，もともと，負担と給付が

一致することはないので，世代間の不公平を比較す
る意味はない．さらに，保険料徴収業務や事業主負
担分を全面的に削除することができるというメリッ
トもある．
また，駒村���は，職業別に分立した制度が産業構

造や就労構造の変化に対して脆弱であることを指摘
し，全国民を対象とした最低保障年金部分を税財源
で行うことを提言している．また，松本��� も，税
財源での最低保障年金を提言している．その理由と

して，最低保障年金の財源を，税方式にすることに
より，国民年金の空洞化問題や国民年金保険料に対
する所得の逆進性の問題が解消されることを挙げて
いる．さらに，最低保障年金を全国民対象の制度に
一元化することにより，現在の制度間格差の是正に

も繋がることを指摘している．
我が国は，職域を前提とした複数の制度から構成

される年金制度であるのに対して，スウェーデン方
式は，図 �のように，全国民を対象とした年金制度

である．スウェーデン方式の第 �番目の特徴は，国
民全員が所得の一定率（�����）の保険料を支払う
ことになっているということである．これを所得比
例年金と呼ぶが，最低保障額の導入により，この所
得比例年金の額が，最低保障額を下回った場合には，

その差額分に相当する額を最低保障年金として保障
するというものである．その財源は国庫負担として
いる．第 �番目の特徴は，いわゆる「拠出建て（確
定拠出）」方式を基本として制度設計されているこ

とであり，まず保険料水準が決定される．この方式
では，給付水準は，支払った保険料総額およびその
運用利回りの合計額に応じて決定される．したがっ
て，財政収入とは独立に給付水準を先決するという
「給付建て（確定給付）」方式の場合に生じる危険性

の高い財政赤字と，それに伴う勤労世代の負担の増
加は，この「拠出建て（確定拠出）」方式によって軽
減されることになる．ところで，この方式では，例
えば，経済の低成長や物価の上昇などが予想以上に

変動した場合のリスクをカバーすることができない．
このようなリスクを回避すると同時に世代間不公平
も軽減するために，スウェーデン方式では，所得比
例年金として支払う保険料を賦課部分と積立部分に
明確に分けて，年金の社会保険としての機能と世代

間扶養の機能を両立させることを図っている���．こ
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れがスウェーデン方式の第 �番目の特徴である���．

以上のように，スウェーデン方式は，竹本が指摘
した社会保険の自助，共助，公助の機能を具体的に
取り入れることによって，各財政方式のメリットを
活かすという意味で優れた制度と言えよう．
ところで，スウェーデン方式と我が国の公的年金

制度の議論はどのように異なっているのであろうか．
スウェーデン方式は図 �で示すように，所得水準を
基準とした全国民を対象とする一つの制度であるの
に対して，我が国の年金制度の議論は，図 �に示す
ように国民年金を基礎年金に置き換えた �つの制度

を前提とした制度間比較が基準になっているという
ことである．したがって，両者の基準は必ずしも一
致しない．例えば，昭和��年の年金改革における一
元化は，あたかも所得水準を基準として，国民年金

を �階部分の基礎年金とするという議論の下で，厚
生年金制度の積立金を一時的に国民年金制度に流用
するという複雑かつ重大な制度間の問題を残すこと
になった．
　� ．�．制度間格差

我が国の年金の制度間格差の議論は，もともと給
付額，保険料，加入期間，加入者数，国庫負担，保
険料の徴収方法など財政基盤が制度間によって異な
ることから始まった．しかし，経済的分析で取り上

げられる制度間格差は，昭和��年に導入された基礎
年金への各制度からの拠出方法にかかわる問題がほ

とんどである．国民年金特別会計基礎年金勘定にお

いては，基礎年金給付に要する費用から特別国庫負
担を除いた金額を，何らかの形で捻出しなければな
らない．現実には，国民年金，厚生年金及び共済年
金からの拠出金で賄われている．これを基礎年金拠
出金という．問題の指摘は，この各制度からの拠出

の按分割合に関するものである．
松本���は，この拠出の按分割合が，各制度の被保
険者数により異なっていることが問題であることを
指摘している．すなわち，拠出金の割合を各制度間
で按分する時，厚生年金，共済年金では，�	歳以上

�	歳未満の第 �号被保険者の数と第 �号被保険者の
数を加えた数が算定対象者数となる．一方，国民年
金では，第 �号被保険者数から保険料未納者数及び
免除者数を除いた数が算定対象者数となる．その結

果，現在のように国民年金の空洞化が起こり，国民
年金の保険料未納者数が増加すると，国民年金の算
定対象者数は減少し，按分割合は少なくなるのに対
して，厚生年金，共済年金の按分割合は逆に増加す
ることになる．このように松本は，本来の赤字の要

因である国民年金財政の問題を棚上げにしたまま，
その赤字を厚生年金，共済年金でカバーするという
制度間の不公平が生じることを指摘した���．
また，小口��� も，松本同様に，基礎年金への拠

出金が，厚生年金，共済年金では，被保険者数で按
分されるのに対して，国民年金では，「国民年金加入

図 � 我が国の公的年金制度
出所：財団法人厚生統計協会：保険と年金の動向，��（��），��，����，より作成

 

図 � スウェーデンの年金制度
出所：井上誠一：高福祉・高負担国家スウェーデンの分析��世紀型社会保障のヒン
ト．初版，中央法規，東京，����，より作成
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者数ではなく，実際の保険料納付者数に基づいて計

算が行われている」���点が問題であると指摘してい
る．その結果，基礎年金負担において自営業者と被
用者との間に大きな差が生じ，不公平な所得再分配
が行われているとも指摘している．
ところで，駒村�	�，堀�
�，松本���は，制度間格

差に関連した問題の一つとして，保険料の徴収方法
の違いによって生じる国民年金の空洞化を挙げて
いる．実際，国民年金の納付率は，平成�年度には
�����，平成��年度には，����となっており���，
国民年金制度では，�人のうち �人が未納者であり，

単独の制度としてはすでに崩壊していることを示し
ている．しかも，松本，小口が指摘したように，基
礎年金勘定における各制度の拠出金の按分割合の算
定対象者数は，厚生年金，共済年金では被保険者数

であるのに対して，国民年金では加入者数ではなく，

実際の保険料納付者数であることから生じる制度間
の不公平は，容認されているのである．
このように，我が国の年金制度は，単独の制度と

しては存続できない国民年金制度の赤字の補填を，
高所得階層ではなく被用者が代行しているという矛

盾を抱えている．
以上の分析からも明らかなように，我が国の年金
制度には，理論的・実証的に検討されなければなら
ない課題が多く残されている．

この論文の執筆にあたり，川崎医療福祉大学斎藤観之助

教授より，有益な示唆と助言をいただいた．ここに謝意を

表したい．しかし，残存するであろう誤解や誤りは，もち

ろん筆者の責任である．

注

� � ）ただし，この点については，年金の完全民営化の問題として八田・小口が論じている���．

� � ）ここでいう世代間の不公平とは，生まれた年によって，生涯保険料率と生涯受給率との差の世代間格差のことを言

う������．

� � ）ただし，橘木は，具体的な税方式の導入方法や，時期，あるいは，厚生年金の積立金の処理についても提案している

が，ここでは，詳述しない．

� � ）累進消費税とは商品の贅沢度によって税率に差をつけるもので，贅沢度の高い商品に高い税率を課し，食料品のように

生活必需品には低い税率，あるいは非課税にする制度である���．

� � ）ただし，リスクをカバーする社会保険の機能を，重視するために，賦課部分を���，積立部分を����としている．

� � ）この按分方式は，医療保険制度でも用いられており，この制度間の不公平性については斎藤が指摘している���．
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